
条

例 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
四
十
七
号 

 
 

 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例

第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
二
十
三
項
第
二
号
事
務
の
欄
２
中
「
及
び
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
百
三
十
七
条
の

十
二
第
六
項
及
び
第
七
項
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
二
十
六
項
第
五
号
市
町
村
の
欄
中
「
戸
田
市
」
の
下
に
「
、
志
木
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
百
項
市
町
村
の
欄
中
「
加
須
市
」
を
「
行
田
市
、
加
須
市
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
中
第
百
十
六
項
を
第
百
十
七
項
と
し
、
第
百
六
項
か
ら
第
百
十
五
項
ま
で
を
一
項
ず
つ

繰
り
下
げ
、
同
表
第
百
五
項
第
四
号
事
務
の
欄
中
「
第
五
十
六
条
の
五
第
一
項
第
二
号
」
の
下

に
「
、
第
五
十
六
条
の
七
第
四
項
第
三
号
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
事
務
の
欄
１
中
「
及
び
第

五
十
六
条
の
七
第
六
項
」
を
「
、
第
五
十
六
条
の
七
第
六
項
及
び
第
五
十
六
条
の
八
第
四
項
」

に
改
め
、
「
第
五
十
六
条
の
五
第
一
項
第
二
号
」
の
下
に
「
、
第
五
十
六
条
の
七
第
四
項
第
三

号
」
を
加
え
、
同
項
を
同
表
第
百
六
項
と
し
、
同
表
中
第
百
四
項
を
第
百
五
項
と
し
、
第
百
三

項
を
第
百
四
項
と
し
、
第
百
二
項
を
第
百
三
項
と
し
、
第
百
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

              

102 

二 

法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

１ 

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
同
条
第

二
項
第
一
号
ロ
又
は
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
土
地
が
同

条
第
五
項
第
六
号
イ
に
掲
げ
る
土
地
の
う
ち
四
ヘ
ク
タ 

一 

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
五
年
法
律
第
百
一
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

１ 

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
同
条
第

二
項
第
一
号
ロ
又
は
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
土
地
が
同

条
第
五
項
第
六
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
土
地
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

２ 

法
第
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
公
告

（
１
の
認
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

さ
い
た
ま
市
、

川
口
市 

行
田
市
、
羽
生

市
、
入
間
市
、

越
生
町
、
川
島

町
、
寄
居
町 

 

 

 



     

第
二
条 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

別
表
中
第
百
十
七
項
を
第
百
十
八
項
と
し
、
第
九
十
四
項
か
ら
第
百
十
六
項
ま
で
を
一
項
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
九
十
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

                         

 

 
 

ー
ル
を
超
え
る
土
地
又
は
同
号
ロ
に
掲
げ
る
土
地
に
該 

 
 

当
す
る
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

２ 

法
第
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
公
告

（
１
の
認
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 
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特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第

七
十
七
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
、

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
条
例
（
令
和
六
年
埼

玉
県
条
例
第
五
十
五
号
）
及
び
法
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に

基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
法
第
三
十
条
に

規
定
す
る
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
係
る
面
積
が
一
ヘ
ク
タ
ー

ル
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
り
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設

の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二

十
号
）
第
三
条
の
許
可
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

１ 

法
第
三
十
条
、
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可 

２ 

法
第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
二
項
及
び

第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
受
理 

３ 

法
第
三
十
四
条
（
法
第
三
十
七
条
第
四
項
及
び
第
三

十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
条
件
の
付
与 

４ 

法
第
三
十
五
条
（
法
第
三
十
七
条
第
四
項
及
び
第
三

十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
協
議 

５ 

法
第
三
十
六
条
第
二
項
（
法
第
三
十
七
条
第
四
項
及

び
第
三
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知 

６ 

法
第
三
十
七
条
第
三
項
及
び
第
三
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理 

７ 

法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査 

 

熊
谷
市
、
行
田

市
、
加
須
市
、

春
日
部
市
、
羽

生

市

、

上

尾

市
、
草
加
市
、

桶
川
市
、
久
喜

市
、
八
潮
市
、

三
郷
市
、
吉
川

市
、
宮
代
町
、

松
伏
町 

 

 

 



                

第
三
条 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る 別

表
第
九
十
六
項
事
務
の
欄
中
「
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」

を
「
物
資
の
流
通
の
効
率
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
欄
１
中
「
第
四
条
第
一
項
及
び
第

五
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
及
び
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
五
条
第

二
項
」
を
「
第
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
二
項
」

に
改
め
、
同
欄
４
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
九
条
」
に
改
め
る
。 

第
四
条 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

別
表
第
九
十
項
第
一
号
事
務
の
欄
３
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
十
九
条
の
二

第
二
項
」
を
加
え
、
同
欄
中 

を 

と
し
、
７
か
ら 

ま
で
を
８
か
ら 

ま
で
と
し
、
６
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

７ 

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認 

別
表
第
九
十
項
第
二
号
事
務
の
欄
２
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
七
十
条
第
二
項
」

に
改
め
、
同
欄
６
を
削
り
、
同
欄
５
中
「
第
六
十
六
条
」
を
「
第
六
十
七
条
」
に
改
め
、
同
欄

中
５
を
６
と
し
、
同
欄
４
中
「
第
六
十
五
条
」
を
「
第
六
十
六
条
」
に
改
め
、
同
欄
中
４
を
５

と
し
、
同
欄
３
中
「
第
五
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
十
七
条
第
三
項
」
を
「
第
五
十
九
条
第
一

項
及
び
第
六
十
八
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
中
３
を
４
と
し
、
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

 

８ 

法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
の
設
置 

９ 

法
第
三
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
損
失
の
補
償 

 
 

法
第
三
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
協
議 

 
 

法
第
三
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
裁
決
の
申
請 

 

 
 

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消

し
及
び
条
件
の
変
更
並
び
に
命
令 

 
 

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
及
び
公

告 

 
 

法
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示 

 
 

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査 

 
 

法
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る 

 

報
告
及
び
資
料
の
徴
収
並
び
に
助
言
及
び
勧
告 

 
 

１
か
ら 

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
法
の
施
行
に

係
る
事
務
の
う
ち
規
則
に
基
づ
く
事
務
で
あ
っ
て
別
に

規
則
で
定
め
る
も
の 
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18 

19 

18 

17 

16 



る
。 ３ 

法
第
五
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
六
十
八
条
第
二
項
並
び
に
第
七
十
一
条
第
一 

 
 

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理 

別
表
第
九
十
項
第
二
号
事
務
の
欄
７
中
「
第
六
十
八
条
」
を
「
第
六
十
九
条
」
に
改
め
、
同

欄
８
中
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
七
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

第
五
条 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

別
表
第
三
十
一
項
第
一
号
事
務
の
欄
６
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
四
条
第
七
項
」
に
改

め
、
同
欄 

中
「 

」
を
「 
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「 

」
を
「 

」
に
改
め
、
同
欄 

中

「
第
五
十
一
条
第
四
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
五
項
」
に
、
「 

」
を
「 

」
に
改
め
、
同
欄

中 

を 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
五
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
、

同
欄
中 

を 

と
し
、 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

法
第
五
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
（ 

の
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

別
表
第
三
十
一
項
第
二
号
事
務
の
欄
６
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
四
条
第
七
項
」
に
改

め
、
同
欄
９
中
「 

」
を
「 

」
に
改
め
、
同
欄 

中
「 
」
を
「 

」
に
改
め
、
同
欄 

中

「
第
五
十
一
条
第
四
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
五
項
」
に
、
「 
」
を
「 

」
に
改
め
、
同
欄

中 

を 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
五
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
、

同
欄
中 

を 

と
し
、 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

法
第
五
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
（ 

の
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
二
条
の
規
定 

令
和
七
年
七
月
一
日 

 

二 

第
三
条
の
規
定 

流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
貨
物
自

動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
施
行
の
日 

 

三 

第
四
条
の
規
定 

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
施
行
の
日 

 

四 

第
五
条
の
規
定 

食
料
の
安
定
供
給
の
た
め
の
農
地
の
確
保
及
び
そ
の
有
効
な
利
用
を
図

る
た
め
の
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年

法
律
第
六
十
二
号
）
の
施
行
の
日 

２ 

こ
の
条
例
（
第
一
条
の
規
定
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
施
行
の
際
改
正
後
の
別
表
の
事
務

の
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
、
条
例
若
し
く
は
規
則
（
以
下
「
法
令
等
」
と

い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

又
は
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
知
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事
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
、
施
行
日
に
同
表
の
市
町
村
の
欄
に
掲
げ
る
市
町

村
の
長
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け

る
法
令
等
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
村
の
長
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
市

町
村
の
長
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。 

 


